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全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会

定
期
総
会
を
開
催

　

二
〇
二
五
年
一
〇
月
一
二
日
、
全
国
学

童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
全
国
連

協
）
は
、
東
京
都
文
京
区
内
で
二
〇
二
五

年
度
（
二
〇
二
五
年
一
〇
月
か
ら
の
一
年

間
）
の
定
期
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
（
オ

ン
ラ
イ
ン
併
用
）。

　

総
会
で
は
、
二
〇
二
四
年
度
の
活
動
報

告
、
決
算
報
告
が
行
わ
れ
、
会
計
監
査
報

告
を
受
け
た
後
、
い
ず
れ
も
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
つ
づ
い
て
、「
学
童
保
育
を
め
ぐ

る
現
状
と
課
題
」
を
確
認
し
、
今
年
度
の

活
動
方
針
と
予
算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
の
活
動
方
針
の
「
私
た
ち
の
重
点

課
題
」
は
、つ
ぎ
の
五
点
で
す
（
二
〇
二
六

年
一
月
号
で
く
わ
し
く
紹
介
す
る
予
定
で

す
）。

�

①
子
ど
も
の
声
が
聴
か
れ
る
こ
と
を
は
じ

め
と
し
て
子
ど
も
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、

子
ど
も
が
安
心
し
て
豊
か
に
育
ち
あ
え
る

学
童
保
育
と
地
域
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し

ま
す
。

②
国
の
施
策
や
学
童
保
育
を
め
ぐ
る
情
勢

か
ら
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
学
童
保
育
の

目
的
・
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
制

度
へ
の
拡
充
を
求
め
ま
す
。

③
学
童
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が

全
員
学
童
保
育
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
保

護
者
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
託
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
必
要
な
整
備
を
求
め
ま

す
。

④
学
童
保
育
の
目
的
・
役
割
を
果
た
す
こ

と
や
指
導
員
の
職
業
お
よ
び
社
会
的
地
位

の
確
立
を
す
す
め
る
た
め
に
、
一
日
八
時

間
、
週
四
〇
時
間
勤
務
程
度
の
常
勤
職
員

に
よ
る
専
任
・
複
数
体
制
の
必
要
性
を
訴

え
ま
す
。
指
導
員
の
確
保
・
定
着
に
む
け

た
方
策
を
研
究
、
提
言
し
て
い
き
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
保
育
の
質
の
向
上
に
む
け
た

取
り
組
み
を
す
す
め
ま
す
。

⑤
子
ど
も
・
保
護
者
・
指
導
員
が
置
か
れ

て
い
る
現
状
や
課
題
を
も
と
に
、
保
護
者

会
・
地
域
連
絡
協
議
会
、
指
導
員
会
組
織
、

全
国
連
協
の
役
割
を
確
か
め
、
組
織
強
化

を
図
る
と
と
も
に『
日
本
の
学
童
ほ
い
く
』

の
普
及
拡
大
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

な
お
、
総
会
で
選
出
さ
れ
た
今
年
度
の

役
員
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

◆
会
長
　
戸
塚
丈
夫
（
三
多
摩
・
保
護
者
・

再
）

◆
副
会
長
　
飛
鳥
井
祐
貴
（
神
奈
川
・
指

導
員
・
再
）、
出
射
雅
子
（
京
都
・
保
護
者
・

再
）、
小
野
さ
と
み
（
三
多
摩
・
指
導
員
・

再
）、
角
野
い
ず
み
（
岡
山
・
指
導
員
・

再
）、賀
屋
哲
男
（
愛
知
・
専
従
職
員
・
再
）、

小
平
善
幸
（
長
崎
・
保
護
者
・
再
）、
佐

藤
正
美
（
埼
玉
・
指
導
員
・
再
）、
重
木

奈
穂
美
（
石
川
・
指
導
員
・
再
）、
曽
田

和
徳
（
兵
庫
・
保
護
者
・
再
）、
西
田
隆

良
（
埼
玉
・
保
護
者
・
再
）、
平
井
茜
（
神

奈
川
・
指
導
員
・
再
）、
森
岡
恵
治
（
大

阪
・
指
導
員
・
新
）、
門
田
弘
之
（
岩
手
・

指
導
員
・
再
）

◆
事
務
局
長
　
高
橋
誠
（
東
京
・
指
導
員
・

再
）

◆
事
務
局
次
長
　
佐
藤
愛
子
（
職
員
・
再
）

学
童
保
育
指
導
員
の
専
門

性
を
高
め
る
た
め
に

　

全
国
連
協
は
、
一
九
九
九
年
に
指
導
員

『
テ
キ
ス
ト 

指
導
員
の
仕
事
』
を
自
ら
の

言
葉
で
ま
と
め
、
以
降
、
そ
の
と
き
ど
き

の
状
況
に
応
じ
て
複
数
回
、資
料
の
追
加
・

差
し
替
え
を
含
め
た
改
訂
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
一
九
年
に
は
「
学
童
保
育

指
導
員
の
倫
理
綱
領
（
案
）」「
提
言　

高

等
教
育
機
関
に
お
け
る
『
学
童
保
育
士
』

養
成
課
程
の
設
置
に
つ
い
て
」
を
作
成
し

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
六
月
に
「
提
言　

私
た
ち
が
求
め
る
学
童
保
育
の
設
置
・
運

営
基
準
」「
学
童
保
育
の
保
育
指
針
（
案
）」

を
ま
と
め
、
二
〇
一
二
年
九
月
に
は
こ
の

改
訂
版
を
作
成
し
て
、
国
と
地
方
自
治
体

に
学
童
保
育
の
最
低
基
準
を
つ
く
る
こ
と

を
求
め
て
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
や
保
護
者
に
直
接
関
わ
り
、
命

を
守
り
、
そ
の
ふ
る
ま
い
や
行
動
、
価
値

観
に
影
響
を
与
え
る
指
導
員
に
は
、「
人

権
の
尊
重
」「
虐
待
の
禁
止
」「
信
頼
関
係

の
構
築
」
な
ど
、
保
育
な
ど
を
進
め
る
際



75̶協議会だより75̶協議会だより

に
守
る
べ
き
倫
理
を
明
確
に
し
て
順
守
す

る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
（
倫
理
綱
領
は
、

「
制
限
」
で
は
な
く
、「
支
え
」
で
あ
り
、

専
門
職
と
し
て
の
柱
と
な
る
も
の
だ
と
考

え
ま
す
）。

　

全
国
連
協
で
は
会
の
発
足
以
来
、
指
導

員
は
、
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
備
え
る

こ
と
が
必
要
な
職
だ
と
し
て
、
国
家
資
格

化
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
た
処
遇
の
実
現
を

求
め
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「『
資
格
』
を
得
る
こ
と
＝
事

業
の
対
象
と
な
る
人
々
（
子
ど
も
・
保
護

者
）
に
大
き
な
責
務
を
負
う
こ
と
」「
資

格
の
取
得
は
、
仕
事
を
す
る
う
え
で
の
あ

く
ま
で
も
入
り
口
で
あ
る
こ
と
」「
指
導

員
の
資
質
と
力
量
を
高
め
る
た
め
に
は

自
己
研
鑽
と
現
任
研
修
が
必
要
で
あ
る

こ
と
」
な
ど
を
前
提
に
、
二
〇
〇
三
年

に
「
学
童
保
育
指
導
員
の
研
修
科
目
（
試

案
）」
を
作
成
し
、
こ
れ
を
二
〇
二
五
年

に
整
理
し
な
お
し
て
「
新
・
学
童
保
育
指

導
員
の
研
修
科
目
（
試
案
）」
を
作
成
し

ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、「
提
言　

高
等
教
育
機
関

に
お
け
る
『
学
童
保
育
士
』
養
成
課
程
の

設
置
に
つ
い
て
」
と
「
新
・
学
童
保
育
指

導
員
の
研
修
科
目
（
試
案
）」
を
冊
子
『
学

童
保
育
指
導
員
の
専
門
性
を
高
め
る
た
め

に
』
に
ま
と
め
、
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
（
Ａ
４
判
六
四
ペ
ー
ジ
、
頒
価

八
〇
〇
円
）。

　

学
童
保
育
指
導
員
の
創
造
的
な
生
活
づ

く
り
を
保
障
し
て
い
く
、
子
ど
も
た
ち
が

い
き
い
き
と
通
っ
て
こ
ら
れ
る
、
保
護
者

が
安
心
し
て
子
ど
も
を
託
せ
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
全
国
連
協
が
め
ざ
し
て
き
た
学
童

保
育
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
ぜ
ひ
地
域

や
職
場
で
の
取
り
組
み
の
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
施

行
準
備
検
討
会
」
中
間
と

り
ま
と
め

　
「
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育

等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」

（
通
称
「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
」）
が

二
〇
二
四
年
に
成
立
し
ま
し
た
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
は
二
〇
二
五
年
四
月

か
ら
、「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
」
の
下

位
法
令
に
あ
た
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
施

行
期
日
は
二
〇
二
六
年
一
二
月
二
五

日
）
を
策
定
す
る
た
め
に
、「
こ
ど
も

性
暴
力
防
止
法
施
行
準
備
検
討
会
」（
以

下
、
検
討
会
）
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

こ
の
会
議
に
は
、
全
国
連
協
も
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、

二
〇
二
五
年
七
月
に
は
全
国
連
協
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
た
（
本
誌

二
〇
二
五
年
九
月
号
「
協
議
会
だ
よ
り
」

参
照
）。

　

全
国
連
協
は
、
こ
ど
も
性
暴
力
防
止

に
あ
た
っ
て
は
、「
子
ど
も
の
権
利
」「
人

権
」「
尊
厳
」
を
大
前
提
に
お
い
た
も
の

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

学
童
保
育
で
は
、
年
齢
の
異
な
る
子
ど

も
が
多
く
の
時
間
を
集
団
で
過
ご
し
て

い
ま
す
。
身
体
や
心
の
成
長
や
発
達
、

知
識
や
習
熟
度
も
異
な
り
、
と
き
に
は

意
見
の
相
違
な
ど
、
指
導
員
と
子
ど
も
、

子
ど
も
同
士
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
子
ど
も
と
関

わ
る
う
え
で
は
、
気
持
ち
や
心
身
の
状
態

を
考
え
て
言
葉
を
選
ぶ
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を

見
計
ら
う
な
ど
、
知
識
や
経
験
に
裏
づ
け

ら
れ
た
瞬
時
の
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す

し
、
こ
れ
ら
が
成
り
立
つ
た
め
に
も
、
遊

び
や
生
活
の
な
か
で
、「
自
分
自
身
を
大

切
に
す
る
こ
と
」「
命
を
大
切
に
す
る
こ

と
」「
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
（「
い
や

だ
」
と
言
う
こ
と
も
含
め
て
）」
を
子
ど

も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

　

指
導
員
の
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
へ
の

理
解
や
関
わ
り
は
、
学
童
保
育
の
場
や
雰

囲
気
に
大
き
く
作
用
し
ま
す
。
性
的
な
事

柄
を
か
ら
か
い
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う

指
導
員
の
姿
勢
は
、
性
暴
力
の
予
防
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
現
場
の
状
況
も
ふ
ま
え
て
、

私
た
ち
は
、
折
々
に
「
子
ど
も
の
権
利
」

「
人
権
」「
尊
厳
」
に
つ
い
て
学
び
を
深
め

て
き
ま
し
た
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

二
〇
二
五
年
九
月
一
二
日
、
第
七
回
の

検
討
会
が
行
わ
れ
、
中
間
と
り
ま
と
め
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
こ
ち
ら
を
制
度

の
骨
格
と
し
て
、
年
内
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

作
成
な
ど
に
向
け
て
検
討
を
つ
づ
け
て
い

く
予
定
と
の
こ
と
で
す
。


